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長崎県立高等学校改革基本方針の策定について

１ 基本方針策定の趣旨
長崎県立高等学校改革基本方針は，長崎県高校改革推進会議から提出された「新たな時代を展

望した高校改革の推進及び生徒減少期における適正配置について」の答申（平成12年11月22日）

を踏まえ，国際化・情報化の進展など急速な社会の変化や，少子化による生徒数の長期的な減少

など，本県の県立高等学校が直面している諸課題に対応するとともに，２１世紀を切り拓き本県

の将来を築く人づくりを担う高等学校づくりを推進するため，今後の県立高等学校教育の改革や

適正配置等に関する基本的な考え方を示したものである。

２ 内容構成
この基本方針の内容は，

第 章 今後の県立高等学校改革の基本的な考え方Ⅰ

第 章 社会の変化等に対応した教育内容の充実Ⅱ

第 章 主体的な選択を促す制度の創設・改善Ⅲ

第 章 県立高等学校の再編整備Ⅳ

から構成されており，長崎県高校改革推進会議答申で提言された教育内容及び制度・システムの

改革に関する８項目についての県教育委員会としての高等学校改革の基本的な考え方を，第 章Ⅱ

～第 章にわたって示している。Ⅳ

なお，長崎県高校改革推進会議の審議を受けて，現時点で既に事業化され実施段階にあるもの

及び事業化が予定されているものについてはその概要を記載し，一方，各方面との調整等を要す

るもの等については改革の基本的な方向性を示し，今後，具体的な実施計画を策定したうえで詳

細を明らかにしていくこととする。

３ 計画期間
この基本方針の計画期間は，２００１年度からスタートする「長崎県長期総合計画」に合わせ，

２００１年度（平成１３年度）～２０１０年度（平成２２年度）までの１０年間とする。

４ 高校改革推進本部の設置
これからの本県高等学校改革を円滑に進めるため，平成１３年１月，県教育長を本部長に，本

部会議（各課長等の１７名）と幹事会（総括課長補佐等の１８名）で構成された庁内組織である

長崎県高校改革推進本部を設置した。

今後，長崎県立高等学校改革基本方針に基づき，推進本部において具体的な実施計画を策定し，

諸施策の推進等を行うこととする。
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第 今後の県立高等学校改革の基本的な考え方Ⅰ章

１ 社会の変化，生徒の多様化への対応

国際化や高度情報化など時代は急速に進展しており，社会の変化等に伴って生徒・保護者の価値

観や学校及び学校教育に対する考え方も多様化してきている。

また，本県の中学校卒業者数は長期的な減少傾向が続いているが，高等学校等への進学率は上昇

し続け，平成１２年度は過去最高の９７.６％となった( 図表Ａ )。このような中で，生徒の興味・【 】

関心，能力・適性，進路希望等は多様化してきている。

こうしたことから，社会の変化や生徒の多様化に早急かつ柔軟に対応するとともに，より一層魅

力と活力のある高等学校教育とするための改革が求められている。

(1)今後の社会で活躍できる人材の育成

県教育委員会としては，これまで，生徒の多様化・個性化，社会の変化や時代の要請等に対応

するため，教育内容の改善・充実を図るとともに，情報技術科，動物科学科，国際経済科，理数

科，国際観光科などの設置，総合学科の開設，あるいは定時制（昼間・夜間）と通信制を併置し

た単位制高等学校の開設等を行ってきた。

地球規模での交流の活発化，高度情報通信社会の進展，科学技術の急激な進歩，少子・高齢化

社会の進行など，学校を取り巻く社会環境は，さらに早いスピードで変化しており，社会から高

等学校に求められている人材育成への要請も変わりつつある。

従って，今後の高等学校においては，新学習指導要領の改訂にも合わせた教育内容の改善，時

代の要請に対応できる学科改編や新学科の設置検討を行う必要があり，また，中でも国際化や情

報化の進展に対応するため，英語によるコミュニケーション能力や情報活用能力の育成への取り

組みを強化する必要がある。

今後は，生徒の資質・能力をさらに伸ばす教育を一層推進し，２１世紀の社会で活躍できる有

為な人材を育成するとともに，主体的な特色ある学校づくりを行うことが重要である。

(2)高等学校卒業後の進路の多様化

平成１２年３月に本県の公立高等学校を卒業した生徒の進路状況( 図表Ｂ )は，大学・短大等【 】

への進学者が４,９７９人（卒業生総数に対して36.4%），専修学校などの教育訓練機関等への入

学者が３,４９３人（同25.5%），就職者が４,４５８人（同32.6%）などとなっている。

ここ１０年ほどの全体的な傾向としては，就職率が年々低下しているのに対し，大学・短大等

への進学者や無業者の割合が高まる状況にある( 図表Ｃ )。【 】

大学・短大等への進学では，普通科高等学校のみならず，専門学科でも年々増える傾向にあり，

普通科は進学，専門学科は就職という図式が次第に多様化している。また，技能修得のために専

修学校等へ進学する者も増加している。一方，就職では，サービス業，製造業，卸売・小売業の

順に就職者数が多く，おおまかな傾向は変わらないが，必ずしも専門教育で得た知識や技能を生

かせる職種にこだわらない者もいるなど，就職先や就職に対する生徒の考え方が変化している。

従って，生徒の多岐にわたる進路希望に柔軟に応えられるよう，各学校の教育課程・教育内容
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の弾力化を図る必要がある。

また，進学主体の普通科高等学校では，生徒の能力をそれぞれに応じて適切に伸ばすため，学

習集団編成の弾力化などを推進し，専門高等学校では，より高度な技能資格取得を推進するなど

産業界から得ている信頼をさらに高める必要がある。

さらに，就業体験等を行うことで望ましい職業観や進路意識を育むインターンシップ（現場実

習・就業体験）の推進や，職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに主体的に進路を選

択する能力・態度を育てるキャリア教育（適切な職業生活・社会生活を送るための準備教育）の

充実を図る必要がある。

(3)幅広い選択肢と柔軟なシステムを備えた高等学校づくり

入学後も，不登校や進路変更・学業不振等による中途退学者がおり，平成１１年度における中

途退学者数は，全日制課程で５４０人，定時制課程で１５０人であった( 図表Ｄ )。そのうち，【 】

１年生での中退が全体の約半分を占め，「就職を希望」(40.3%),「もともと高校生活に熱意がな

い」(14.2%)，「別の高校への入学を希望」(8.4%)などが主な理由であった。

これらのことは，主体性や明確な目的意識を持たないまま入学する生徒もいることや，高等学

校の教育内容や学校生活に魅力を感じられない生徒が少なからずいることを示している。

従って，生徒が意欲的に学習や諸活動に取り組み充実した高校生活を送れるよう，より「わか

る授業」の展開，学習集団や教育課程の弾力的な編成，コース・類型の開設など，生徒一人一人

の個性を伸ばし，幅広い選択肢と柔軟なシステムを備えた特色ある学校づくりや，魅力ある教育

活動の創意工夫を行う必要がある。

２ 少子化に伴う生徒減少への対応

少子化に伴う中学校卒業予定者数の減少は今後も続き，本県は全国・九州各県平均に比べ大きな

減少率を示している( 図表Ｅ )。平成１２年３月の本県中学校卒業者数は２０，９５５人であった【 】

が，今後の１０年間で約５,１００人，率では約２５％減少し，県立高等学校で約９０学級程度を減

じなければならないと見込まれている。

こうした状況の中で，従来の学校・学科等の枠組みのままで推移すれば，すべての学校の規模が

縮小化することになる( 図表Ｆ )。その場合，配置教員数の減によって開設科目数に制限が加わり【 】

生徒の多様な学習要望等に対応できにくくなることや，集団の中での切磋琢磨や相互啓発の機能が

低下し学習意欲が育ちにくいことなどが懸念される。

従って，単に生徒減少に対応した県立高等学校の整理統合という発想ではなく，学校規模の適正

化と再編整備を通して，生徒にとって望ましい学習環境や活力ある教育環境を整え，高等学校とし

ての教育水準の維持向上を図り教育効果を高める必要がある。
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３ 主体的な選択を促す諸制度の整備

これからの子どもたちに必要となるものは，自分で課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的

に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力である。また，自らを律しつつ，他とともに協調し

よりよき人間関係を築き，他人を思いやる心や感動する心など，豊かな人間性である。

すでに，小学校・中学校では，学習指導要領の改訂に伴う移行措置期間に入っており，自ら学び

自ら考える力，いわゆる生きる力を基本理念に，総合的な学習の時間をはじめ全ての教科，ホーム

ルーム活動，学校行事などを通じて，個性を生かす教育や時代の進展に対応する教育内容の改善が

なされつつある。

今後，自己の在り方・生き方を考え主体的に進路を選択できるよう，学校の教育活動全体を通じ

て計画的・組織的な進路指導を受けた中学生が高等学校に入学してくる。

従って，高等学校の側においては，こうした中学生の主体的な選択に十分対応できうる制度や柔

軟なシステムを整備する必要があり，このため，新しいタイプの高等学校や個性を伸ばし時代の要

請に対応できる学科・コースの設置，多様な進路希望等に対応した教育課程の弾力的な編成，家庭

・地域と連携した特色ある教育活動の展開などを図ることが重要である。

また，中学生の主体的な選択を促す観点から，通学区域や総合選抜制度など高校入試に関係する

諸制度を抜本的に見直すとともに，中高一貫教育の導入などによって生徒・保護者に新たな学校選

択肢と学びの場を提供することも必要である。

４ 今後の本県高校改革が目指すもの

以上のような課題認識と，

① 学校教育をめぐる内的・外的変化を的確に見極め，今後の社会が高等学校に何を求めているか

② 生徒一人一人の資質・能力を最大限に伸ばし，豊かな自己実現をどう支援できるか

③ 高等学校教育を通して豊かな郷土「長崎県」づくりにどう寄与できるか

という改革の基本的な視点に基づいて，

◎ 社会の変化等に対応した教育内容の充実と，特色ある高等学校づくり

◎ 幅広い選択肢と柔軟なシステムを備えた高等学校づくり

◎ 全県的視野に立った学校・学科の再編整備と適正配置による高等学校づくり

を図ることで，

☆ 今後の高度技術社会や国際化社会で活躍できる人づくり

☆ 豊かな人間性と，主体性・創造性・可能性を伸ばす人づくり

☆ 住み良い豊かな郷土の発展や産業振興を担う人づくり

を目指し，県立高等学校に寄せられた県民の負託に応えることとする。

なお，次ページの図は，今後の高校教育改革にあたっての基本的な考え方を整理し図示したもの

である。
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【高校教育改革の基本的な考え方】

《課題認識》

国際化・情報化など，急速な社会の変化 教育内容の充実，人材育成の在り方

能力，興味・関心，進路状況等の多様化 教育課程の弾力化，進路意識の育成

少子化に伴う生徒減，学校規模の縮小化 高等学校教育水準の維持，質の確保

《改革の基本的な視点》

① 内的・外的変化を的確に見極め，今後の社会が高等学校に何を求めているか

② 生徒一人一人の資質・能力を最大限に伸ばし，豊かな自己実現をどう支援できるか

③ 高等学校教育を通して豊かな郷土「長崎県」づくりにどう寄与できるか

改 革

《改革のめざすもの》

◎ 社会の変化等に対応した教育内容の充実と，特色ある高等学校づくり

◎ 幅広い選択肢と柔軟なシステムを備えた高等学校づくり

◎ 全県的視野に立った学校・学科の再編整備と適正配置による高等学校づくり

★ 今後の高度技術社会や国際化社会で活躍できる人づくり

★ 豊かな人間性と，主体性・創造性・可能性を伸ばす人づくり

★ 住み良い豊かな郷土の発展や産業振興を担う人づくり

通学区域の見直し

学校選択幅の拡大 総合選抜制度の見直し

新たな学校選択肢の提供

主体的な選択を促す制度の創設・改善
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【図表Ａ】高等学校等進学率の推移

卒業年月 平4.3 平5.3 平6.3 平7.3 平8.3 平9.3 平10.3 平11.3 平12.3

中学校卒業者 24,032 23,401 23,856 22,936 21,999 21,788 21,454 21,288 20,955

高校等進学者 23,171 22,715 23,123 22,269 21,420 21,260 20,854 20,716 20,450

進 学 率 96.4% 97.1% 96.9% 97.1% 97.4% 97.6% 97.2% 97.3% 97.6%

【図表Ｂ】学科別の公立高等学校卒業後の状況

区分 卒 業 者 数 進 学 者 就 職 者 無 業 者教育訓練機関等入学者
学科 （平２→平12） （平２→平12） （平２→平12） （平２→平12） （平２→平12）

普 通 10,729→ 8,406 44.9%→51.9% 28.0%→26.8% 24.2%→16.6% 2.8%→ 7.0%

農 業 1,028→ 963 4.6%→ 5.5% 16.6%→24.4% 75.8%→57.8% 3.0%→16.6%

工 業 1,670→ 1,454 3.7%→ 7.7% 6.4%→17.0% 88.9%→68.5% 0.9%→ 6.8%

商 業 2,830→ 2,364 8.9%→13.7% 13.4%→25.0% 75.6%→54.8% 2.0%→ 9.5%

水 産 184→ 116 6.5%→16.4% 9.8%→14.7% 82.6%→63.8% 1.1%→ 5.2%

家 庭 503→ 303 20.7%→31.7% 19.1%→33.7% 57.7%→41.9% 2.6%→ 4.0%

衛生看護 36→ 39 27.8%→ 0% 63.9%→89.7% 8.3%→23.1% 0%→ 0%

理 数 0→ 30 →46.7% →46.7% → 6.7% → 0%

合 計 16,980→13,675 31.3%→36.4% 22.4%→25.5% 43.9%→32.6% 2.5%→ 8.0%

（注）＊進学者とは，大学・短大(別科を含む)，高等学校の専攻科，養護学校等の専攻科への進学者をいう。
＊教育訓練機関等入学者とは，専門学校，専修学校一般課程，各種学校，職能開発施設等への入学者をいう。
＊就職者には，進学者及び教育訓練機関等入学者のうち就職している者も含む。
＊本県の場合，国際観光科，総合学科の卒業生はまだ出ていない。また，理数科は平成６年度の設置である。

【図表Ｃ】公立高等学校卒業後の状況（平成１２年５月１日現在）
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【図表Ｄ】平成１１年度の公立高等学校中退者の状況

全 日 制 課 程 割 合 定 時 制 課 程 割 合

１ 年 ２ 年 ３ 年 小 計 本 県 全 国 １ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 小 計 本 県 全 国

266人 199人 75人 540人 1.3% 2.0% 74人 50人 21人 5人 150人 11.4% 15.1%

【図表Ｅ】今後の生徒数の推移（「学校基本調査」平12.5.1現在）

【図表Ｆ】学級規模別の学校配置の現状と将来予測（県立全日制高等学校の本校及び分校）

１学年の学級規模 10学級 ９学級 ８学級 ７学級 ６学級 ５学級 ４学級 ３学級 ２学級 １学級

平成12年度 ２校 ９校 ８校 ５校 ６校 ８校 ９校 ５校 ９校 ３校

平成21年度予測 ５校 １１校 ５校 １０校 ８校 ９校 １０校 ６校

（注）＊「平成２１年度予測」は，以下の要素を基にシミュレーションを行ったものである。
①各学校の直近３か年の平均入学者数
②各学校の平均入学者が，そのブロック内の入学者に占める比率
③進学率，流入・流出率，ブロック内公私比

＊また，現状のまま（再編整備が行われず，学級減もなく，進学率もそのまま，１学級定員は４０人）とい
う仮定で算出している。

Ｈ12.3卒業者数を100%とした場合の生徒数の推移
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第 章 社会の変化等に対応した教育内容の充実Ⅱ

１ 話せる英語教育の推進 ～国際理解教育の充実～

(1)基本的な考え方

この「話せる英語教育の推進」の目的は，郷土や自国及び他国の文化理解を一層進め，国際交

流の機会等を通して，相手の考えを聞き取り自己の意思や考えを適切に表現できるコミュニケー

ション能力の育成にある。具体的な目標としては，高等学校卒業までに，日常生活に必要な平易

な英語を理解し会話によるコミュニケーションができることとする。

また，英会話力育成のためのポイントとして，なるべく早い段階から英語特有の発音やリズム

に慣れ親しむことや，多様で豊富な実践機会の設定などがあげられ，そうした意味においても，

小学校・中学校・高等学校を通じた英会話能力の育成を図ることとする。

さらに，新学習指導要領や文部科学省の「英語指導方法等改善の推進に関する懇談会」の審議

状況など，国の英語教育に関する方針との調整も図りながら，英語の指導方法を見直し話せる英

語教育の推進を図ることとする。

(2)学校教育における取り組み

① モデル事業期と普及拡大期

平成１２年度からの３年間をモデル事業期と位置づけ，高等学校１２校を実践協力校に指定

し，コミュニケーション能力育成のための効果的な指導方法の研究を行っている。

毎年度末，モデル校における指導事例を盛り込んだ実践事例集を作成し，県下各高等学校に

配布して各学校での授業実践等を深めるとともに，その年度の実践活動を検証し次年度の取り

組みに適切に生かすこととする。

これに続く平成１５年度からの３年間を普及拡大期とし，モデル事業期における実践を総括

するとともに，研究成果を集約した効果的指導方法（育成プログラム）を県下の各高等学校に

普及拡大することとする。

なお，モデル事業期における目標値としては，実践協力校の英検合格率を，２級で３０％，

準２級で５０％，３級で７０％とし，試験に挑戦することで，学習成果を試すとともに学習の

動機づけや意欲の向上を図ることとする。

② 指導方法の改善

英語によるコミュニケーション能力を高めるには，文法訳読中心の授業や教師の一方的な授

業から脱却し，音声を重視した授業や英語による対話・討論を取り入れた授業に改める必要が

ある。

こうしたことから，今後，各高等学校では，オーラルコミュニケーションの時間を中心に，

ＡＬＴ（外国語指導助手）とのティームティーチングにより，次ページに示したような内容を

基本に，英語を使って積極的に意志疎通を図ろうとする態度と能力を涵養し，英語Ⅰ・Ⅱ，リ

ーディング，ライティング等の科目の授業においても，コミュニケーション重視の立場で行う。

また，以下の点についても，今後，研究や拡充を行うこととする。

(ｱ) 筆記試験を重視した評価方法を見直し，リスニングテストやインタビューを行うなど，コ
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ミュニケーション能力を評価する方法等の研究

(ｲ) 学習の場の拡大として，実用英語検定等の技能審査を修得単位として認定する制度の拡充

(ｳ) 情報通信機器の活用と関連づけた英語教育の指導方法の改善充実

なお，「どのように伝えるか」など表現力を高めるためには，日本語教育によるところが大

きいことから国語教育を充実させる必要があり，また，「何を伝えるか」の部分を育成するた

め，自己の生き方や物事に対する考え方についての指導にも力を入れることとする。

【実践協力校におけるオーラルコミュニケーションの活動例】

〈基礎練習〉 ○ 母音・子音の発音
○ 英語特有の音の変化
○ リズム，ストレス，イントネーション等
○ 意味のまとまりを意識した聞き取り，発話，音読 等

〈活動〉
話の展開や構成に配慮しながら英語を聴く 場面，状況，心情，話の要点を
（ＡＬＴ等，ビデオ，テープ） 的確にとらえる

場面・状況に合わせて自己を表現する 場面，状況に応じて表現の仕方
（対話，ロールプレイ，インタビュー等） を工夫する

内容の展開に配慮し，会話を主体的に発展させる（聞き返 積極的にコミュニケーションを
し，言い換え，要約して確認／主張，説得，提案等） 図る

身の回りのことや収集した情報に基づいたスピーチ・討論 まとまった内容を聴き，話す

③ ＡＬＴ（外国語指導助手）の活用

ＡＬＴは，平成１２年度，県立高等学校の５９校に７０名，県教育センターに１名が配属さ

れており，元年度の１１名に比べ６.５倍であり人数的にも全国で上位の部類にある。

聴く・話すといった力を伸ばす観点から，ＡＬＴの存在は大きな意義がある。平成１３年度

はさらに５名程度の増員を予定しており，モデル校への配置増員や複数配置校の拡大を図るた

め，今後もＡＬＴ招聘数の増員を関係機関等へ強く要請することとする。

また，ＡＬＴに対する英語教授法等の研修体制をさらに充実するとともに，授業内外におけ

るＡＬＴの活用策についても今後さらに研究を進めることとする。

④ 英会話実践機会の拡充

英語による実践的コミュニケーションや国際感覚の習得をめざす英語キャンプ（高校生プラ

ザ）を今後も拡充するほか，授業以外での英語による活動・行事の設定，インターネットや海

外修学旅行における海外の子どもたちとの交流促進など，生徒の英会話実践力を高める機会を

拡充するとともに，ＬＬ教室や学校図書館等への英語版教材ＣＤやＤＶＤの充実・増設など特

に聴く力を伸ばすための環境整備も併せて行うこととする。

(3)英語教員の資質向上

① 教員研修の充実

英語教員自身のコミュニケーション能力を高めることや，生徒のコミュニケーション能力育

成に関する指導方法の知識・理解を深めるため，以下のような改善等を行うこととする。

(ｱ) 文部科学省主催の英語教育指導者講座への本県からの参加人数を，これまでの中学・高等

学校あわせた１０名程度から，平成１３年度からは４０名に増員し，音声学を含めた英会話

力育成のための指導方法を実践的に学ぶ機会とするとともに資質向上を図る。
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(ｲ) 教員研修体系見直しの中で，教育センターでの英語関係の研修講座を拡充するなど，今後

も研修内容や回数を含め年々改善を加える。

(ｳ) 大学院修学休業制度を活用し，英語教員が海外の大学院で研修を行う機会を拡充する。

(ｴ) 研究授業を数多く実施するなど指導方法に関する教員相互の研修を深めるとともに，自己

啓発の一つとしてＴＯＥＦＬ・ＴＯＥＩＣ等の外部検定の活用についても検討を行う。

② 教員採用選考試験の工夫

平成１２年度実施の教員採用選考試験から，中学校及び高等学校「英語」の一次試験受験者

を対象に英会話力テストが導入されたが，今後も，ヒアリング・スピーキング・コミュニケー

ション能力を重視した採用の在り方を工夫する。

(4)県民英会話推進協議会との連携

産官学民の連携組織である県民英会話推進協議会が平成１２年度に設置され，学校教育におけ

るコミュニケーション能力育成のあり方をはじめ，民間で実施されている英会話力育成に関する

指導方法を活用した支援策，各界が連携した実践機会の拡充策，民間講師確保への協力策等の検

討が行われている。

今後も，協議会との機能的な連携を図りながら，学校教育・生涯学習における取り組みを深化

させることとする。

２ 科学技術の進展等に対応した情報教育の推進 ～情報化への対応～

(1)基本的な考え方

高度情報通信網やそれを支える科学技術は日進月歩で進展していることから，今後の情報社会

に生きる子どもたちへの情報教育や指導する教職員の資質向上を積極的に推進する。

また，本県は全国有数の離島県であるが，「どこでも即時に」という情報通信の持つ有用性は，

こうした地理的に不利な条件を克服する大きな手段となることから，情報教育の積極的な推進と

環境整備を含めた学校の情報化を図る。

(2)今後の情報教育推進の基本指針

科学技術の進展等に対応した今後の県立高等学校における情報教育は，以下のような基本指針

のもとに推進する。

① 生徒の情報活用能力を，「読み・書き・計算」と同様な学習基盤として位置づけ，情報の主

体的な収集・加工・発信を通して，思考力・判断力・問題解決能力に富む生徒を育成する。

② 全生徒が履修する普通教科「情報」に対応するとともに，専門高等学校の情報教育も時代の

進展に対応する内容に充実し，地域の情報技術者の育成など本県情報産業の活性化を図る。

③ 教員が道具としてパソコンの使い方を習得する段階から，全ての教員がコンピュータを活用

して教科指導ができるような研修体系を確立する。

④ 情報モラルの必要性，情報発信者としての責任，著作権・知的所有権などについて考えさせ，

情報化社会に正しく参画する態度を育成する。
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(3)ハード面での整備

① 教育用コンピュータ等の整備

県立高等学校におけるコンピュータ教室の整備計画（コンピュータ教室で生徒１人に１台）

達成率は，平成１２年３月時点で８８.９％であったが，平成１３年３月末までには１００％と

する。

今後は，これまで整備したコンピュータ教室の情報機器等について，平成１８年度までに計

画的に更新整備を行うこととする。

② インターネットへの接続

県立高等学校におけるインターネット接続状況は，平成１２年３月時点で５６.７％であった

が，インターネット利用環境整備事業等により平成１３年３月末までには１００％とする。

③ 校内ＬＡＮの整備

全ての県立高等学校において，国の新たな整備計画（平成１２～１７年度）に基づき，平成

１７年度までに，コンピュータを各普通教室に２台，特別教室等に６台新たに設置することと

し，併せてＬＡＮ（情報通信網）の整備を行うことにより，全ての学級のあらゆる授業におい

てインターネットが活用できる環境を整備することとする。

(4)ソフト面での整備

① 教員の情報活用能力の向上

県立高等学校教員のうち，「コンピュータを操作できる」者の割合は，平成１２年３月末時

点で７２.１％であったが，これを平成１４年３月末までには１００％とする。

そのため，教員情報リテラシー（活用能力）向上プロジェクト事業に基づいて，指導者研修

及び校内研修を計画的に実施する。

また，教員が日常業務の中で必然的に機器操作能力を高める職場環境づくりを推進する。

② 拠点校整備による教員研修の充実

県立高等学校教員のうち，「コンピュータを活用して授業で指導できる」者の割合は，平成

１２年３月末時点で２７.８％であったが，これを平成１７年度までに１００％とする。

そのため，従来の県教育センターでの研修のほかに，新たに離島部の高等学校４校と本土部

の高等学校４校を地域情報研修センターとして拠点的に整備し，教職員の情報教育研修をブロ

ックごとに開催することとする。

ここでは，情報通信機器を活用した授業の展開や生徒の情報活用能力を育成するための基礎

研修をはじめ，マルチメディアやインターネットに関する研修（年間５００名の県立高等学校

教員）を実施するなど，学校の情報化をさらに推進することとする。

③ 教育センターの機能充実

情報教育関係の研修講座を再編・体系化し，基礎的な内容から専門性の高い分野まで研修の

充実を図るとともに，インターネットでの研修講座システムを構築する。

また，授業や教育活動におけるインターネット利用の利便性を高めるための教育情報リンク

集の作成・整備，生徒の学習理解を支援するための教育用ソフトウェア・教材の開発及び提供

など，情報収集・情報提供を含めた情報教育センターとしての機能の充実を図る。

さらに，教育情報ヘルプデスクを設置し，教職員からの質問や相談，自主研修への支援など，

情報教育推進のための環境整備を促進する。
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④ 民間人材を活用した支援体制の充実

情報処理技術者（ＳＥ），情報インストラクター，情報コーディネーターを活用し，コンピ

ュータを利用した授業や研修会等における情報機器操作の支援，インターネット利用環境への

助言・指導等を継続する。

また，情報関連学科教員の資質向上を図るため，企業や専門学校で最新技術等を研修する産

業教育県内事業所等委託実技研修や，企業・大学等への内地留学制度を一層充実する。

さらに，校内ＬＡＮの普及に伴い，民間施設・人材を活用したネットワーク研修も実施し，

平成１７年度までに約３００名の県立高等学校教員をネットワーク管理技術者として育成する。

(5)情報教育の充実と授業改善

① 専門高校における情報教育の充実

商業科においては，新教育課程でビジネスへのコンピュータ活用の視点がより明確になるこ

とから，経営活動に必要な情報処理，情報活用能力の育成を目的とした情報教育に加え，マル

チメディアやネットワーク活用技術も取り込みながら情報教育を推進する。

工業科においては，コンピュータを利用した製造技術・制御技術やプログラミング技術等の

習得に加え，生産の自動化・情報通信技術に対応した情報教育を推進する。

また，新教育課程では，マルチメディアやネットワークに関するハード技術，製造技術のシ

ステム化，制御技術に関する教育を推進する。

② 新学科「情報科」，及び新教科「情報」への対応

新学科「情報科」は，情報手段を駆使した実習等を通じて，高度な情報技術者や新たな産業

領域の形成に役立つ人材の育成を目標とし，「コンピュータそのものを学習する」ことを目的

とする専門学科である。今後，専門学科の改編を行う際に「情報科」の設置を検討する。

また，平成１５年度から実施される普通教科「情報」に対応するため，平成１２～１４年度

に，高等学校１校当たり２～３名，合計で１８０名程度の教員に現職者講習会を実施し免許を

取得させるとともに，大学での教科「情報」教員養成課程の開講に合わせ，早ければ平成１４

年度実施の教員採用選考試験から計画的に採用を行うこととする。

③ すべての授業，教育活動におけるコンピュータの活用

教科書や黒板で表現できないものや危険を伴う実験等を映像で提示したり，美術館や博物館，

企業等のホームページや教育用データベースを活用して美術作品や出土品等を視感させるなど，

より「分かる授業」「きめ細かな授業」を実現する。

また，インターネット等を活用した調べ学習・問題解決型学習・個別学習等を行うことで，

生徒が「主体的に学ぶ」多様な学習形態を取り入れるなど授業の在り方の転換を図る。

このほか，全ての教科・科目，総合的な学習の時間，ホームルーム活動，進路指導，生徒会

活動などあらゆる教育活動においてコンピュータの積極的な活用を図るとともに，教員の業務

の効率化を図る。

なお，情報通信ネットワークを通じて，県立大学等と各学校間の専門的で多様な学習環境を

提供するなど，情報通信社会における大学との連携のあり方や，電子メールによる生徒や保護

者とのコミュニケーションの推進についても，今後研究することとする。
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３ 時代の進展に対応する学科・システムの改編 ～各学科の教育内容の改善等～

(1)基本的な考え方

科学技術の急速な進展等による社会の変化や，平成１５年度からの新学習指導要領の実施に対

応するため，各学科の教育内容の改善・充実や専門学科の改編に早急に着手する必要がある。

また，高等学校等進学率が９７％を越える中で生徒の多様化が進んでいることから，ややもす

ると画一的で平等を重んじてきた教育を見直し，生徒の多様な能力・適性や学習要望，幅広い進

路選択に対応できる教育の在り方を検討する必要がある。

こうしたことから，時代の要請等に対応するため各学科の教育内容を改善するとともに，生徒

や学校の実態等に応じて柔軟な教育システムの導入を図ることとし，生徒の資質・能力等をさら

に伸ばし２１世紀の社会で活躍できる人材の育成を推進することとする。

また，特に，専門学科においては，より高度な専門的知識や技術を習得させるとともに，自ら

の進路意識を高める観点から，生徒自らが希望する職業資格や各種検定試験に向けての学習を行

っているが，今後もこうした取り組みを通して，その分野のより発展的な学習を促し，自発性や

創造性を培うこととする。

(2)各学科の在り方

① 普通科

普通科では，国語・地理歴史・外国語など普通教科・科目を中心に学習し，広く知識・教養

を身に付けるとともに知・徳・体のバランスのとれた人材の育成を図っている。

中学生の志向も強いことから，今後もこうした教育をさらに充実させることとするが，大学

進学を主とする学校，就職から進学まで進路が多岐にわたる学校，卒業生のほとんどが就職す

る学校と，各学校の状況は異なっている。また，進学を主とする学校にあっても，大学進学中

心の学校や，短大・専門学校等への進学を中心とした学校など進路状況は多様であり，各学校

内では生徒間の学力差がある中で学習指導が行われている現状もある。

こうしたことから，生徒の資質・能力を適切に伸ばすとともに，科目の選択幅を拡大する観

点から，弾力的な教育課程の編成や，学習到達の程度に応じた学習集団の柔軟な編成などにつ

いて各学校でさらに工夫する。

また，特色あるコース・類型の開設，単位制高等学校・中高一貫教育校や総合学科等への改

編についても，学校や地域の実態に応じて積極的に検討する。

(ｱ)特色あるコース・類型の設置

生徒の優れた能力を伸長し時代の進展に対応できる人材の育成を図るとともに，多様な進

路選択に対応するため，普通科の中に，情報コース，国際コース(語学系・国際情報系など)，

体育コース，芸術コースなど，特色あるコースの設置を検討する。

また，入学後に，進路希望等に応じて学習内容を選択できる類型の設置についても，各学

校の生徒の実態などに応じて導入を検討する。

(ｲ)全日制単位制高等学校の設置

本県においては，総合学科３校（佐世保東翔，大村城南，長崎明誠），定時制昼間部・夜

間部及び通信制を併置した２校（鳴滝，佐世保中央）において単位制による教育課程が編成

され，生徒の多様な進路希望等に対応した教育活動が展開されるとともに，その導入によっ
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て学校の活性化が図られている。

今後は，単位制のもつ多様性・柔軟性などの特徴を全日制普通科高等学校等に導入し，生

徒の能力・適性に応じた教育のさらなる推進と学校選択幅の拡大を図る。

(ｳ)中高一貫教育校の設置

中高一貫教育は，６年間の継続的・計画的な教育を展開することで，生徒の個性や創造性

を育むとともに，中等教育の複線化や活性化を図るうえで大きな意義がある。

平成１３年度から３地区（奈留，小値賀，宇久）で実施することが既に決まっているが，

今後は，３地区以外への連携型中高一貫教育の導入をはじめ，併設型中高一貫教育校，中等

教育学校の設置についても，それぞれのタイプのもつ特徴と各地域の特性が活かせる地域に，

全県的な視野から適正な配置を積極的に検討する。

② 専門学科

(ｱ)農業に関する学科

新しい経営能力と技術をもった農業後継者の育成，農業関連産業で活躍できる高度な専門

知識をもった技術者の育成を図る。

また，ヒューマンサービス分野の重視，環境問題，生徒の進路意識の多様化など，農業教

育を取り巻く状況の変化等を踏まえた教育内容の改善を図る。

(ｲ)工業に関する学科

実験・実習・課題研究を通じて基礎から先端までの知識や技術・技能を身につけた本県及

びわが国の製造業（ものづくり）を支える実践的技術者の育成を図る。

また，生産システムや社会基盤を制御・管理する技術や「ものづくり」に配慮した教育内

容の改善を行うとともに，７年間にわたる工業技術教育を意図した工業高等学校と大学工学

部との接続にも対応できる体制の充実も図る。

(ｳ)商業に関する学科

商業教育については，ビジネス等に必要な知識はもとより，マーケティング能力，国際交

流能力，会計活用能力，情報活用能力を育成し，ビジネス界で活躍できる実践的な人材育成

を行うとともに，経済社会の高度化・複雑化に対応できる教育内容の充実，増加傾向にある

進学希望に対応できる体制の充実も図る。

また，生徒の能力・適性に応じた専門教育をさらに進めるため，１年次においては学科を

区分せず，あるいは特定の系ごとに共通した基礎学習を行い，２年次（又は１年次後期）か

ら特定の系や小学科に編成して専門教育を深化させるなど，専門学科としての特性や各学校

の必要性に応じて学科制度の弾力的な運用についても検討する。

(ｴ)水産に関する学科

水産業及び水産教育を取り巻く状況は大きく変化してきており，国際化・情報化など社会

の進展にも対応する教育内容の改善を図る必要がある。

このため，現行の小学科を海洋生産系・水産工学系・栽培漁業系・情報通信系等の学科・

コースに再編整理することや，海洋レジャーに関連した学校設定科目の開設等を検討する。

(ｵ)家庭に関する学科

生徒の進路状況，家庭科の男女必修，少子化・高齢化の進展，男女共同参画社会の進展等

を勘案し，家庭科科目を主に選択する類型，福祉科目を主に選択する類型，進学対応を充実

した類型等を設置するなど，幅広い職業や進路希望に対応できる教育課程の工夫を行う。
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(ｶ)その他の学科

衛生看護科，理数科，国際観光科は，いずれも県内では１校１学級の配置であり，時代の

進展に対応できる教育内容の改善を図るとともに，情報化社会にも対応できるよう各科の情

報関係科目の充実を図る。

③ 総合学科

総合学科は，普通教科から専門教科まで多様な教科・科目を開設し，生徒の進路希望に応じ

て自ら科目が選択できる主体的な学習への取り組みが可能なシステムである。

既設３校では，改編前に比べて生徒の目的意識や学習意欲の向上が顕著であり，教育活動や

学校全体が活性化されている。

こうしたことから，今後，全県的な均衡に考慮しながら総合学科の第二期展開を図ることと

するが，生徒の集団帰属意識が希薄になりがちなことや，時間割作成の複雑さ，学科の教育内

容をより周知する必要性など総合学科が抱えている課題や，平成１３年３月の初の総合学科卒

業生の進路状況等も検証し，その結果を第二期展開に反映させる。

(3)柔軟なシステムを導入した教育活動の展開

各学校ごとに生徒の実態は異なっており，また，生徒各人の学習要望も多様であることから，

今後は，各学校の実態等に応じて，生徒一人一人の進路希望等に柔軟に対応するとともに，生徒

の個性・能力を一層伸長するため，以下のような改善・工夫を行う。

① 教育課程等の弾力化

生徒の多様な学習要望や進路希望に対応するため，学校設定教科・科目の設定や科目選択幅

の拡大など弾力的な教育課程の編成を行うとともに，個に応じた細やかな指導を行うため，学

習集団の習熟度別編成やティームティーチングの導入など指導方法の改善に取り組む。

② 学期制や時間割編成等の弾力化

効率的で効果的な教育活動や学習指導を行うため，学校の実態等に応じて，２学期制の導入

や時間割の学期ごとの編成などを検討し，また，体験的活動を重視するための９０分授業，演

習時間を組み込むための６５分授業など１単位時間の弾力的な運用についても検討する。

③ 学外における学修の単位認定

大学等の聴講制度や公開講座等を活用した学修の単位認定，ボランティア活動等に係る学修

の単位認定，実用英語検定等の技能審査の成果の単位認定など，高等学校外における学修の単

位認定等についても弾力化と拡充を図る。

④ インターンシップ（現場実習・就業体験）の充実

産業現場などで自分の学習内容や進路などに関連した就業体験を行うインターンシップは，

職業選択能力や望ましい職業観を育み，将来の生き方や進路を考えるうえで有意義であること

から，専門学科・総合学科のみならず普通科においてもインターンシップの実施を拡充する。

⑤ 学校間連携の拡充

一部の教科・科目を他校で学習しそれを単位として認定するシステムである学校間連携の取

り組みは，それぞれの学校の教育機能や施設設備等を活用することで，生徒の科目選択幅が拡

大されるとともに生徒交流による学校活性化が図られることから，すでに実施している島原市

内以外の地域においても，学校間連携の積極的な導入を検討する。



- 16 -

４ 特色ある教育活動の推進 ～開かれた活力ある学校づくり～

(1)教育目標・経営方針の再構築

各高等学校は，初等中等教育（小学校・中学校・高等学校教育）における地域の最高学府とし

ての役割を担い，それぞれ教育方針や目標等を掲げて有為な人材の育成を推進してきた。

一方，時代の進展等に伴って，生徒・保護者の学校教育に対する考え方や期待感も変化してき

ており，生徒の多様化や国際化・情報化など社会の変化等への対応も課題となっている。

従って，今後，各高等学校がさらに多様で活力ある教育活動を推進するためには，生徒の実態

や地域社会の状況等を十分に踏まえたうえで，こうした様々な変化等に適切に対応できる教育内

容や指導方法の改善を図る必要がある。

そのため，生徒・保護者や地域から自校に寄せられている期待とは何か，生徒の資質・能力を

どのように伸ばすか等の観点から，スクールポリシーとでもいうべき学校の教育目標や経営方針

を改めて再検討し，生徒一人一人の豊かな自己実現を図るとともに，生徒や地域に信頼され選択

される特色ある高等学校づくりを推進することとする。

なお，学校の特色・特長は校長一人で出せるものではないが，校長の創造性や組織マネージメ

ント(経営,管理)能力に負うところが大きいことから，校長の登用あるいは任期等についてさらに

工夫するとともに，教職員配置や予算執行面における校長の意向を一層反映させることとする。

(2)開かれた学校づくり

① 積極的な広報活動の展開

今後は，学習指導要領に基づき，自らの生き方を考え主体的に進路を選択する態度や能力を

育む進路指導を受けた中学生が高等学校へ入学してくることになり，生徒が自己実現・進路達

成のために高等学校の教育活動を評価し，学校を選択する時代に変わることになる。

そのため，各学校は，その教育理念・経営方針をはじめ，教育課程，特筆できる教育活動や

その成果，部活動の状況，進学・就職等の実績など，生徒・保護者が学校を選択する際に必要

な各種情報を積極的に公開し，様々な手段を用いて広報活動を行うこととする。

② 点検・評価による教育活動の改善

各学校においては，教育活動全般について自己点検と評価を確実に行い，併せて地域・保護

者の意向等も適切に反映させることで，教育活動の改善・充実を図ることとする。

本県においては，すでに平成１２年度から，学校の特色，教育目標，地域社会の実情等に応

じて学校評議員を置くことができるようになり，県立高等学校のうち３５校が学校評議員制度

を導入している。

この制度の目的は，保護者や地域住民等の意向等を把握し，それを教育活動に反映させ，ま

た，学校運営の状況等を周知することで，家庭や地域の協力・理解を得ることにある。

学校が地域の信頼に応え，家庭や地域と連携・協力して子どもの健全な成長を図っていくた

めには，学校と家庭・地域が一体となって教育活動の改善・充実を行う必要があり，そのこと

が特色ある教育活動の展開や開かれた学校づくりにつながることから，平成１３年度にはすべ

ての県立高等学校において学校評議員制度を導入することとする。
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③ 生徒の参加意識を高める学校づくり

各学校が，生徒から，地域との連携に関わる提言を求め，それを生かした特色ある教育活動

を行うことにより，生徒が学校活動へ参加する意識を高めるとともに，学校評議員の意見等，

地域の協力も得ながら活力ある学校づくりを推進することとする。

提言内容の領域は，ボランティア，地域行事，学校の新しい伝統づくり，学校・地域の情報

化など，生徒の活動が主であるものとし，こうした生徒一人一人の学校活動への参加意識を高

める活力ある学校づくりや主体的な取り組みに対しては，予算化などの必要な支援措置を行う。

なお，郷土の特色や良さを知り，郷土を誇りに思い，自ら進んで地域の文化や生活を支える

主体性をもった郷土愛を育成する観点からも，こうした生徒の参加意識を高める特色ある学校

づくりを積極的に推進することとする。

(3)「総合的な学習の時間」の活用

平成１５年度から本格実施される「総合的な学習の時間」については，各高等学校の実態等に

応じた多種多様な取り組みが考えられることから，この時間の活動を特色ある学校づくりの一環

として活用し，学校全体の特色化につなげていくことも可能である。校種や学科によってその位

置づけは異なることも考えられるが，今後，この時間の有効な活用策について各学校での検討を

一層深めることとする。

なお，この時間で取り扱うテーマ等は教師の専門性を越えるものも多いと考えられることから，

地域人材等の積極的な活用によるティームティーチングの導入なども検討し，特別非常勤講師の

確保など必要な支援措置を行うものとする。
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第 章 主体的な選択を促す制度の創設・改善Ⅲ

１ 離島留学制度の実施 ～就学環境の選択～

(1)基本的な考え方

本県の県立高等学校のうち１９校は離島にある。本土部に比べ島には，豊かな自然と人情味あ

ふれる人間関係，地域で子どもを育てる環境が残されている。

こうした島のもつ教育資源を，本土部の子どもたちにも学びの場・人間形成の場として提供し

て，就学環境の選択幅を拡大することとする。

また，離島留学制度によって県内外から積極的な目的意識をもった生徒が集う特色ある学校づ

くりを行うことで，地域活力の高揚と教育活動の一層の活性化を図ることとする。

(2)離島留学制度検討委員会の設置

平成１３年度に，高校生の離島留学制度を本格実施するうえでの問題点や課題等を把握・検討

するため，県教育委員会（学校教育課及び総務課），高等学校長の代表，離島地区関係市町村の

代表からなる「高校生の離島留学制度検討委員会（仮称）」を設置することとする。

この検討委員会では，制度の運営方法や問題点の把握（受け入れ基準，単位の読み替えや認定

方法等の研究），里親制度など受け入れ体制の研究，地域交流の在り方や支援策について検討を

行うこととする。

また，島ならではの特色ある教科・科目の開設，島の自然やスポーツ・文化・伝統芸能などを

活かした教育活動の展開など，地域の教育資源を活かした魅力ある島の学校づくりについても検

討する。

なお，思春期にある高校生がそれぞれの生活環境を大きく変えることになることから，カウン

セラー等の配置についても検討する。

(3)モデル校における実践

平成１４年度には，県立高等学校２～３校を実践モデル校に指定し，離島留学制度を本格実施

する際の問題点やその対応策などについて実践的に研究するとともに，現地協議会も同時に設置

し，地元市町村や地域との連携策などについて協議することとする。

モデル校は，寮や民間施設など受け入れ先が確保できる学校とし，モデル校指定の期間は原則

として３年間とするが，諸条件の整備を急ぎ，条件が整えばモデル指定期間内にあっても本格実

施に移行するものとする。

また，留学形態として，短期留学（１年未満）と長期留学（１年以上）を設定する。受け入れ

手続きは，転入に準じて取り扱い，留学生の学籍は留学先の学校へ移し，留学の終了時は原籍校

へ戻すこととする。

なお，長期留学のうち，新１年生からの入学を希望する場合については，出願方法や選考方法，

入学者選抜に関する特例措置等を含め，今後，制度検討委員会において検討する。
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２ 中高一貫教育の推進 ～新たな学校選択肢の提供～

(1)基本的な考え方

中高一貫教育を導入することで，６年間を見通した計画的・継続的な教育課程の編成や指導に

よる効率的な教育活動を行い，生徒の資質・能力のさらなる伸長を図るとともに，教育課程の工

夫によって生じる時間を活用して，様々な体験活動や地域の自然・歴史等を活かした教育活動を

展開し，創造力・思考力やより豊かな人間性の育成を図る。

また，中等教育（中学校・高等学校）における選択肢を複線化することで，生徒・保護者の中

学校及び高等学校教育の選択幅の拡大を図る。

さらに，中高一貫教育の導入により，既存の中学校・高等学校の連携，地域との交流活動等が

今まで以上に緊密になるとともに，中高一貫教育校と地域の既存校（中学校，高等学校）との切

磋琢磨による相互の活性化，教職員の意識改革など，本県中等教育の充実・向上を図る。

(2)導入に当たって

① 全県的視野からの設置検討

中高一貫教育校の設置は，今後の県立高等学校の再編整備計画の中に位置づけ，生徒減少に

伴う統廃合や適正配置，市町村立中学校の配置等も勘案しながら，全県的な均衡等を考慮しな

がら設置を検討する。

また，本土部への中高一貫教育の導入に際しては，生徒の学校選択幅拡大の観点から，通学

区域や総合選抜制度の見直しも行う。

② 県中高一貫教育研究会議報告の尊重

平成１２年３月に出された長崎県中高一貫教育研究会議からの報告には，本県の実態に応じ

た導入方法や特色ある教育活動・教育課程の在り方などについて詳細に分析されており，この

報告の提言趣旨を尊重しながら導入を検討する。

③ 市町村教育委員会との十分な調整

中高一貫教育の導入，特に，併設型中高一貫教育校及び中等教育学校については，義務教育

を担う市町村立学校への影響も大きいことから，設置に際しては，地元の市町村教育委員会と

の十分な調整を行う。

④ 県民への説明と理解促進

中高一貫教育は，新しい学校制度であることから，生徒・保護者を含め広く県民に対し，設

置の意義や趣旨等についての十分な説明を行い理解促進を図る。

また，定員等の決定にあたっては，本県の中等教育を共に担っている私立学校に対して十分

に配慮することとする。

(3)導入の基本方針

① 連携型中高一貫教育の導入

これまでの中高連携教育の研究成果や離島小規模校における教育条件向上の観点等から，平

成１３年度から奈留・小値賀・宇久の離島三地区で連携型中高一貫教育を導入することを既に

公表したところである。

今後は，一高等学校への通学区域が広範囲ではなく，中学校と高等学校が近接しているなど，
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連携教育の趣旨が活かされやすい上記三地区以外の地域へも導入し，地域の特色を生かした教

育活動を積極的に行い地域発展の担い手となる人材の育成を図ることとする。

② 併設型中高一貫教育の導入

併設型中高一貫教育では，生徒が中学校進学・高等学校進学のそれぞれの段階でその学校を

選択でき，また，高等学校としても高等学校段階での新しい生徒の入学により活性化を図るこ

とができる。

今後は，こうした併設型の特徴を活かしながら，各地域における学校選択幅の拡大，地域人

材の育成という観点から，交通の利便性が良く地元の信頼も厚い地域の中心校への複数校の設

置を検討し，各方面との調整や条件整備が整った地域から順次導入する。

③ 中等教育学校の導入

中等教育学校は，従来の学校教育体系とは異なる全く新しい学校制度であり，６年間の完全

な一貫教育による生徒の能力・資質の伸長が期待できるとともに，明確な設置理念のもとによ

り一貫性のある魅力的な学校づくりが可能である。

今後は，併設型中高一貫教育校を設置した後，その成果や課題等を踏まえたうえで，県立高

等学校の再編整備の中で全県的な均衡等に配慮しながら中等教育学校の設置を検討することと

し，併設型中高一貫教育校や全日制普通科単位制高校などを中等教育学校へ発展的に移行する

ことも併せて検討する。
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３ 通学区域の見直し ～学校選択幅の拡大～

(1)基本的な考え方

本県の通学区域は，その高等学校１校しか志願できない「固有地区」と，２以上の高等学校の

中から志願する「非固有地区」とに分けて，各高等学校ごとに定められている。

これを生徒の立場から考えると，生徒の居住地域によって志願できる高等学校が制限されてい

ることになり，また，通学区域が県全域となっている専門学科の高等学校へは志願も通学も可能

でありながら，その専門高等学校が所在する地区の普通科へは区域外入学枠があるものの基本的

には志願できないという現実も存在する。

また，交通網の発達により通学可能な範囲は広がり，さらには，人口のドーナツ化現象など居

住地域の拡大等によって，一部の高等学校では，区域外からの入学希望者が区域外入学枠を上回

る状況が続いている。

中学校においては，生徒の主体的な進路選択をめざす進路指導が定着しつつあり，また，今後

の高等学校再編整備の中で，新学科やコース・類型の開設，全日制単位制高等学校，中高一貫教

育校，総合学科高等学校の設置，特色ある教育活動や学校づくりの推進が図られる。

こうしたことから，今後は，教育を受ける側において，各学校の特色や教育活動の取り組みを

評価し，自己の能力・適性や進路希望等に応じた主体的な志願校選択の幅を広げるため，通学区

域を拡大する。

(2)見直しの観点

おおむね平成１５年度高校入試からの導入を目途に，以下の観点に基づいて，現在の高等学校

ごとの所属通学区域の指定から，生徒の居住地域からみた志願可能な高等学校の指定に改める。

なお，平成１３年１月末に召集された通常国会に，公立高等学校の通学区の規定（地方教育行

政の組織及び運営に関する法律）の全面撤廃などを含む「教育改革関連法案」が提出予定であり，

こうした動きにも細心の注意を払いながら検討を行う｡

① おおよそ１時間程度で通学できることを基準に，生徒の居住地域ごとに通学範囲を設定する。

② 生徒の居住地域からみて複数の普通科高等学校から選択できるような通学区域を設定する。

③ 通学区域が県全域となっている専門学科（農業，工業等）のある高等学校への進学・通学状

況も，見直しの際の参考とする。

④ 通学区域外からの入学枠についても，学校選択幅の一つとして今後も設定する。

(3)改正に当たっての留意事項

通学区域の見直しと同時に，生徒の豊かな自己実現を支援する学校選択とするため，各高等学

校における特色ある学校づくりや積極的な情報公開・広報活動，中学校における自ら学ぶ意欲や

自己決定力の育成，きめ細やかな進路指導の充実を図ることとする。

また，通学区域の拡大に伴う通学費補助制度の見直しについても，併せて検討することとする。
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４ 総合選抜制度の見直し ～自由な学校選択の保障～

(1)基本的な考え方

本県の総合選抜制度は，現在，３地区の１０校で実施されている。生徒急増期に開校した新設

校を伝統校との学校群を組むことで育成し，良い意味で学校同士が切磋琢磨する中で進学面はも

とより文化・スポーツ面においても実績を残してきた。

しかしながら，長崎県教育振興懇話会報告（平成６年２月）及び長崎県高校改革推進会議答申

（平成１２年１１月）にあるとおり，総合選抜制度は，生徒が自分の個性を生かせる学校や行き

たいと願っている学校に必ずしも進学できない面や，入学後の各校の教育課程等において同等の

教育を用意することが求められることから各学校の特色ある教育活動を制約している面がある。

すでに，総合選抜制度の中で新設校を育成するという所期の目的は十分達成されたことから，

今後の県立高等学校再編整備の中で，新しいタイプの高等学校づくりや特色ある学科の設置など，

生徒の多様な進路希望や時代の要請に対応できる教育システムを導入した特色ある学校づくりを

進め，生徒の資質・能力をさらに伸長する必要がある。

また，生徒が自己の能力・適性，進路希望等を基に，各学校の特色や教育活動，あるいは一人

一人を如何に伸ばすかなどの取り組みを評価した上で主体的に志願校を選べるよう，自由な学校

選択を保障する必要がある。

こうしたことから，総合選抜制度については，廃止の方向で抜本的な見直しを行うこととする。

(2)条件整備

現在の総合選抜各校が，これまでの教育活動などを一層充実させ県民の期待と信頼をさらに高

めるためには，新たなシステムづくりが必要である。

従って，以下のような条件整備を早急に行いながら，長崎地区，佐世保地区，諌早・西陵地区

それぞれの総合選抜の実施状況や影響等を詳細に検討し，諸条件の整備が整い次第，新しいシス

テムに移行するものとする。

① 今後の県立高等学校の再編整備計画策定の中で，新しいタイプの高等学校づくり（全日制普

通科単位制高校や中高一貫教育校などへの改編），特色ある学科（数理科学科，国際関係科，

芸術科など）の設置など，生徒の進路希望や時代の進展に対応できる教育システムを導入した

特色ある学校づくりを推進する。

② 制度変更による中学生の動揺を最小限に抑えるため，募集方法や出願方法の工夫，各学校独

自の傾斜配点や推薦枠の設定など，入学者選抜制度全般に係る改革も併せて実施する。

③ 高等学校側は，育てたい生徒像や学校の教育理念・経営方針を明確にし，生徒・保護者に対

し学校選択に必要な情報等を積極的に公開・広報する体制を確立する。

また，中学校側は，生徒の自己実現に資する進路指導をさらに充実させるとともに，高等学

校側との細やかな連携をさらに推進する。

(3)改正に当たっての留意事項

受験制度の変更であることから，その移行に際しては，関係各方面からの意向も踏まえながら，

生徒・保護者や学校関係者を含め広く県民に対し，変更の趣旨や入学者選抜方法等についての十

分な説明と周知徹底を図る。
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第 章 県立高等学校の再編整備Ⅳ

１ 今後の再編整備の進め方

(1)基本的な考え方

平成１２年度，本県には，全日制課程で本校６０校・分校４校の計６４校，定時制及び通信制

課程で８校（うち，単独校は２校）の県立高等学校がある。

このうち，全日制課程第１学年の学級数総計３４８の内訳は，普通科が２１０学級(60.3%)，専

門学科が１２３学級(35.4%)，総合学科が１５学級(4.3%)となっている。

また，全日制課程６４校のうち，１学年８学級を越える学校が１９校ある反面，離島が多い本

県の特殊性などから，３学級規模校が５校，２学級規模校が９校，１学級規模校が３校あるなど，

各学校の状況は様々である。

一方，本県の中学校卒業者数は，昭和３９年３月の４９,１４１人を最高に年々減り続け，平成

１２年３月は２０,９５５人であった。今後も，この傾向は続き，現在の小学校１年生が中学校を

卒業する平成２１年３月は１５,８１５人と予想され，平成１２年と比較して５,１４０人（率にし

て24.5%）減少することになる。この数字は，１学年８学級（３２０人）規模の学校の１６校分に

相当するものである。

ここ２０年ほどの中で，高等学校等進学率が上昇する中で長崎北陽台高等学校（昭和５４年）

や西陵高等学校（昭和６１年）が新設されたが，全日制課程の学校で実質的な閉校となったのは，

諌早高等学校飯盛分校（昭和６０年）と炭砿閉山による人口減少の影響が大きかった高島高等学

校（平成元年）の２校であり，生徒減少に対しては，これまで主に学級減を中心とした対応をと

ってきた。

今後，大幅な生徒減少期を迎え，既存の学校数を維持したままで学級減のみの対応をとり続け

た場合，当然，学校規模が縮小することになる。そのことは，学校行事や部活動など魅力的で活

力ある教育が行いにくい状況になること，教科・科目の開設に制限が加わり多様な学習要望や進

路希望に対応できにくくなることなどを意味し，高等学校教育の質的低下につながることが懸念

される。

このようなことから，学級減のみの対応には限界があり，

① 今後の中学校卒業生数の推移や高等学校への入学動向

② 交通事情や地理的条件，産業構造等の地域の実情

③ 各学校がこれまで果たしてきた役割や，今後，生徒・保護者・地域から求められる期待

④ 新しいタイプの学校や新学科の設置，総合学科の第二期展開

⑤ 全県的な視野からの学校・学科の適正配置

などの観点を総合的かつ多角的に勘案したうえで，複数の学校を統合するなどして適正な学校規

模に近づけることとし，対象校や実施時期，学校の形態などを含め，今後早急に具体的な計画を

策定し再編整備を図ることとする。

(2)推進体制の整備

県立高等学校の教育内容の充実や再編整備など，一連の高校教育改革を円滑に推進するため，

平成１３年１月，県教育長を本部長に長崎県高校改革推進本部を設置した。
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今後は，この推進本部において，中学校卒業予定者の進路希望状況，地域の実情等必要な情報

の収集・分析を行い，具体的な実施計画を策定するとともに，生徒・保護者や学校関係者の意向

等も十分に勘案しながら，施策の推進に取り組むこととする。

また，推進本部と連携して主に県立高等学校及び学科の再編整備を推進する組織として，平成

１３年４月に高校改革推進室（仮称）を設置することを予定している。

(3)整備の期間

２００１年度（平成１３年度）から始まる長崎県長期総合計画との整合性を図る意味から，整

備期間を２００１年度（平成１３年度）～２０１０年度（平成２２年度）とする。

また，整備の期間を，初年度～２００５年度（平成１７年度）の第一期，２００６年度（平成

１８年度）～最終年度の第二期と大きく二期に分け，第一期は，主に学校規模の適正化に重きを

置いた再編整備を，第二期は，主に再編整備を伴う新しい特色ある高等学校づくりのための政策

的な統廃合を中心とした適正配置を行うこととする。

なお，当初は，現時点の条件下での再編整備計画を策定してその施策化の推進を図るとともに，

概ね３年経過後に客観的な諸条件の変化を検証して再編整備計画の見直しを行いながら，具体的

な推進を図ることとする。

２ 学校規模の適正化

(1)基本的な考え方

小規模校には，大規模校に比べて生徒への細やかな対応や指導が可能なことなどの良さがある。

しかしながら，現状の枠組みのままで推移すると，全ての学校においてその規模が縮小し，教

育効果や学校活力の低下，学校運営への支障が懸念される。

そのため，

① 生徒の進路希望等に応じた多様な教科・科目の設定など選択幅の広い教育課程の編成

② 学校行事や特別活動などの効果的な実施・展開

③ 生徒同士の切磋琢磨や社会性の育成に十分な集団規模

④ 適正な学校運営の展開

などの観点から，学校規模の適正化を図り教育効果を高めることとする。

(2)適正な学校規模の基準

県立全日制高等学校の適正な学校規模の基準は次のとおりとし，今後，該当する学校について

は，原則として再編による学校規模の適正化を図る。

① 全日制高等学校の適正な規模は，基本的には，１学年４学級～８学級（１６０～３２０人）

を標準とする。

② 適正配置の観点等から必要性が認められる場合においては，上記の標準を１学級下回る又は

１学級上回る規模の高等学校の配置についても弾力的に取り扱うものとする。

③ 離島に所在する高等学校のうち，一島一町一高等学校（本校）の場合及びそれに準ずる通学

上の不便さを抱える地域の高等学校の場合には，１学年１学級の学校として存続することもや

むを得ないものとする。
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３ 学校の適正な配置

(1)基本的な考え方

県立高等学校の適正な配置については，前記の望ましい学校規模を念頭に置きながら，今後の

中学校卒業生数の推移や高等学校への入学動向，交通事情や産業構造等の地域の実情，学科の適

正な配置などの観点を十分に考慮しながら，全県的視野に立った学校の適正な配置を行い，学校

の機能と教育水準の維持向上を図ることとする。

(2)適正配置の基準

県立全日制高等学校の適正な配置の基準は次のとおりとし，今後，該当する学校については，

募集停止及び統廃合などの再編整備を行う。

① １学年３学級以下の学校において，２年続けて，５月１日現在の第一学年の在籍者が募集定

員の３分の２未満の場合，分校化せず統廃合（募集停止も含む）を検討する。

ただし，一島一町一高等学校の場合は除く。

② 離島に所在する分校において，２年続けて，５月１日現在の第一学年の在籍者が募集定員の

３分の１未満の場合，又は，当該分校が所在する市町村の中学校からの入学者が当該中学校の

卒業者の２分の１未満の場合は，統廃合（募集停止も含む）を検討する。

③ 本土に所在する分校において，近隣に十分通学可能な高等学校がある場合，又は，当該年度

を含め５年連続して入学した生徒がいる中学校からの入学者が当該中学校の卒業者の２分の１

未満の場合は，統廃合（募集停止も含む）を検討する。

④ 同一市町村又は近隣の市町村に所在する二の学校において，１学年の学級数が２校合わせて

標準規模学級（４学級～８学級）になる場合，効果的な教育機能を確保する観点から統合を検

討する。

⑤ 今後の再編整備を進める際に，特色ある学校づくりを図るため新たな教育内容・方法等の導

入が必要とされる場合，同一市町村又は近隣の市町村に所在する二以上の学校の統合を検討す

る。

《備考》１学級の定員は，「公立高等学校の設置，適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」第６条

に規定する「１学級の生徒の数」とし，現行は４０人であるが法律改正等の変更があった場合はその

基準に従う。
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４ 全日制課程各学科の再編整備

(1)普通科の再編整備

今後も中学生の普通科志向は強いと想定されることから，適正な規模の学校を，離島の通学区

においては少なくとも１校，本土の通学区においては原則として複数校を配置することとする。

特に，今後も一定以上の生徒の入学が見込まれ，これまで進学や就職等の実績を残している学

校については，地域の拠点校として存続させるとともに，その機能の充実を図る。

一方，生徒減少の影響が大きいと思われる地域の学校については，通学条件等を勘案しながら，

近隣校との統合による総合学科や総合選択制高等学校等への改編も視野に入れながら，教育水準

の維持向上と教育活動の活性化を図ることとする。

なお，情報・国際関係・体育・芸術など特色あるコース・類型の設置についても，生徒や学校

の実態に応じて設置を検討し，また，多様な選択肢の幅を広げるとともに，能力・資質等のさら

なる伸長を図るため，全日制普通科単位制高等学校や総合選択制高等学校，中高一貫教育校の設

置についても，全県的な視野からの適正配置を検討する。

さらに，学校選択幅を拡大するために，通学区域や総合選抜制度についても見直しを行う。

(2)専門学科の再編整備

① 農業科

学校機能の集約化を図るため，自営者養成は施設設備の整った地域の拠点校で行うこととし，

小規模校あるいは他科併設校については，学科の構成等を含め、その在り方を今後慎重に検討

する。

また，生活科学科については，教育内容的に家政科と類似した部分があることから，周辺地

域を含めた学校の状況や生徒の実態等も加味しながら，学科の特性を生かした発展的な改編に

ついても検討する。

② 工業科

工業高等学校の再編整備については，これまで各学校が果たしてきた役割や地域産業の状況，

中学生の入学希望が多い現状，また，既に県全体の均衡がとれた配置となっていることなどか

ら，単独工業高等学校は拠点校としてその機能充実を図る。

また，生徒減少による学級減の必要性から小学科を整理統合する場合には，機械系学科（機

械，電子機械，造船），電気系学科（電気，電子工学，情報電子，情報技術），化学系学科（工

業化学，化学工学，材料技術），土木・建築系学科（土木，建設工業，建築，インテリア）な

どにまとめることを基本とする。

③ 商業科

商業高等学校の再編整備については，これまで各学校が果たしてきた役割や地域産業の状況

等を勘案して，県全体から見て拠点となりうる高等学校についてはその機能充実を図る一方，

今後も中学生数の減少が続くと思われる地域の学校については，近隣校との統合等によって，

総合学科や総合選択制高等学校などへの建設的な再編整備を行う。

また，他科併設校の商業科については，各学校や地域の実態等によっては，近隣の商業系学

科との統合や，近隣校との統合による総合学科・総合選択制高等学校などへの再編も視野に入

れた検討を行う。
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さらに，生徒減少による学級減の必要性から小学科を整理統合する場合には，流通ビジネス

系学科，簿記会計系学科，経営情報系学科，国際経済系学科などにまとめることを基本とする。

④ 水産科

本県の水産業・海運業等を支える人材の育成という重要性から，今後も引き続き水産教育を

行うこととするが，水産関係業態や生徒の進路状況の多様化など，水産業や水産教育を取り巻

く状況の変化に対応するとともに，柔軟で多面的な水産教育を行う観点から，他学科等の併置

も含め人材育成の在り方と特色ある学校づくりについて検討を加える。

⑤ 家庭科

家政科と生活科学科は教育内容的に類似する部分があることなどから，家政科を置く高等学

校の近隣に生活科学科がある場合は，学科の特性を生かした発展的な改編についても検討する。

また，家政科を置く高等学校の近隣に総合学科がある場合は，その総合学科の家政系列など

類似した系列への再編についても検討する。

⑥ 看護科

衛生看護科については，准看護婦養成学科という人材育成の重要性に鑑み，また，地域や地

元医療機関からの期待の大きさなどから，今後も引き続き准看護婦養成教育を継続する。

なお，新カリキュラムに対応した教育を実施することとするが，将来，準看護婦養成制度の

廃止が決定された場合，５年一貫の看護婦養成課程を含め，社会の動向を見極めながらその後

の学科の在り方を検討する。

⑦ 理数科及び観光科

大村高等学校理数科の設置が平成６年度，小浜高等学校国際観光科の設置は平成１１年度と

その歴史は浅く，理数科及び国際観光科の進学・就職状況，今後の中学生の志願状況，社会環

境の推移などを詳細に検証しながら，今後の学科の在り方を慎重に検討する。

⑧ 新たな専門学科の設置

新学習指導要領に示された，高齢化や福祉社会の充実に対応する「福祉科」，高度情報通信

社会に対応する「情報科」など，社会の進展に対応する新しい学科の設置については，全県的

な視野に立って専門学科として配置を検討する。

なお，国際関係科，芸術科，体育科など，本県未設置の普通系専門学科については，中学生

の動向や高等学校卒業後の進路保障などを詳細に分析しながら，コースでの配置を含めたそれ

らの設置の可否について，今後検討する。

(ｱ)福祉科

「介護福祉士」の国家試験受験資格等の認定がなされる専門学科として，卒業後の進路保障

等の状況を見極めながら設置を積極的に検討する。学科としての設置が難しい場合には，学科

を問わず，コース・類型あるいは系列の一つとして設置することを検討し，福祉の心や勤労観

を育てることを主眼とした教育を行う。

なお，設置地域については，高齢化の進展が著しい地域などを中心に，県全体の学科配置の

均衡を考慮しながら適正な配置を検討する。

(ｲ)情報科

高度な情報技術者や新たな産業領域の形成に役立つ人材を育成するため，ネットワーク・マ

ルチメディア系，ハードウェア系，ソフトウェア系を主とし，関連する資格取得や上級学校へ

の進学にも対応できる柔軟な教育課程を編成した情報科の設置を検討する。

設置に際しては，工業高等学校又は商業高等学校の情報系既存学科との配置調整や，人的あ
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るいは物的な整備水準等も考慮し，工業高等学校又は商業高等学校の拠点校に，県全体の学科

配置の均衡等を考慮しながら適正な配置に留意する。

(3)総合学科の整備

今後，現在の県北・県央・県南にある既存の総合学科３校でカバーできない地域を中心に，県

全体の均衡などを考慮しながら，総合学科の第二期展開を図る。

その際には，新しい時代に対応する内容である「環境」「情報」「福祉」等に関する科目や，

生徒や地域の実態等に対応できる教科・科目群の開設を検討するとともに，こうした多様な教科

・科目の開設に伴う人的配置や物的整備等にも十分配慮する。

５ 定時制・通信制課程の再編整備

(1)基本的な考え方

定時制・通信制課程においては，勤労青少年の割合の減少，入学動機の多様化など，その在り

方が社会の変化に連動して変貌してきているものの，後期中等教育（高等学校教育）の重要な一

翼を担っていることは間違いない。

こうしたことから，主に経済的事情により働きながら学ぼうとする勤労青少年に対し，あるい

は就業時間や交通事情等により通学が困難な勤労青少年等や社会人に対し学習機会を保障する観

点から，今後も，定時制・通信制課程教育の維持向上を図ることとする。

また，生徒の多様な学習要望や学習スタイル等に対応する観点から，既に単位制を採用してい

る鳴滝高等学校・佐世保中央高等学校以外の学校でも，単位制の採用や，定通併修等の導入によ

る修業年限の弾力化など，柔軟な教育システムを導入した定時制・通信制教育を推進する。

さらに，県民の生涯学習を支援する立場としての役割を担う観点から，社会人や一般県民のた

めの県立学校地域開放講座のさらなる充実，科目履修生（聴講生）の受け入れなど，地域に開か

れ地域と共生する高等学校づくりを積極的に推進することとする。

(2)適正配置の基準

本県における定時制課程（夜間部・昼間部）の定員充足率は高水準にあるが，それが低率とな

った段階では統廃合等の検討も必要となり，その際には，生徒の高等学校教育を受ける機会の保

障について十分配慮する必要がある。

なお，県立高等学校定時制課程における統廃合等の基準は，次のとおりとする。

２年続けて，５月１日現在の第一学年（専門学科にあっては小学科別）の在籍者が１０人未満

の場合には，統廃合（募集停止を含む）を検討する。ただし，その際には通信制課程等で学習の

機会が保障されるよう配慮するとともに，専門学科における統廃合（募集停止を含む）について

は，生徒の実態や社会情勢等に特に留意する。
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